
 

 松戸市死後事務サービス支援制度運営要領  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  松 戸 市 死 後 事 務 サ ー ビ ス 支 援 制 度 （ 以 下 「 本 制 度 」 と

い う 。 ） は 、 死 後 事 務 サ ー ビ ス を 提 供 す る 者 （ 以 下 「 死 後 事

務 サ ー ビ ス 提 供 者 」 と い う 。 ） の う ち 、 一 定 の 基 準 を 満 た す

法 人 の 名 簿 （ 以 下 「 名 簿 」 と い う 。 ） を 公 開 す る こ と で 、 松

戸 市 民 に 死 後 事 務 サ ー ビ ス 提 供 者 を 選 ぶ 一 助 と し て も ら い 、

こ れ を も っ て 死 後 事 務 サ ー ビ ス の 利 用 促 進 を 図 る こ と を 目 的

と す る 。  

 

（ 利 用 対 象 ）  

第 ２ 条  本 制 度 の 利 用 対 象 は 松 戸 市 民 と す る 。  

 

（登録基準）  

第 ３ 条  死 後 事 務 サ ー ビ ス 提 供 者 の う ち 、 以 下 の 基 準 を 全 て 満

た す 法 人 を 名 簿 に 登 録 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 登 録 し な

いことが妥当と認められる場合は、この限りではない。  

⑴  松戸市民に対して死後事務サービスを提供できること。  

⑵  死後事務委任契約の締結にあたり、書面にて契約書を作  

成し、利用者に交付すること。  

⑶  本制度において提供する死後事務サービスには、必ず医  

療機関等へのご遺体の引き取りから火葬・埋葬 までの死  

後事務を含めること。  

⑷  死後事務サービスを医療機関等へのご 遺体の引き取りか  

ら火葬・埋葬まで（直葬）とする場合、火葬に要する実  

費を含む利用料金を３０万円以内に設定すること。  

⑸  利 用 者 が 死 後 事 務 サ ー ビ ス の 利 用 料 金 を 前 払 金 （ 預 託 金 ）  

として用意できない場合に、利用者が生前に契約する保  

険契約に基づき、利用者の死後に支払われる保険金を利  

用料金の原資とする等、保険の活用を可能とすること 。  

⑹  死 後 事 務 サ ー ビ ス 提 供 者 は 、 利 用 者 が 速 や か に 保 険 を 活

用 で き る よ う 、 事 前 に 保 険 会 社 と 協 議 す る 等 、 準 備 を 整

えること。  



 

⑺  利 用 者 の 死 後 、 速 や か に 死 後 事 務 サ ー ビ ス を 履 行 で き る

体制とするため、次の措置を講じること。  

ア  利 用 者 の 安 否 確 認 の た め 、 毎 月 最 低 １ 回 は 架 電 す る 等

の措置を講じること。  

イ  利 用 者 に 対 し て 死 後 事 務 サ ー ビ ス 提 供 者 の 連 絡 先 や 死

後 事 務 委 任 契 約 を 締 結 し て い る こ と を 記 載 し た 書 類 を 配

布 し 、 常 時 携 帯 及 び 住 居 内 に 掲 示 す る よ う 周 知 す る こ と 。  

 ⑻  松戸市税（納税地が松戸市外の場合は、当該地の市町村  

税）を滞納していないこと。  

 ⑼  継 続 的 に 事 業 を 運 営 し て い る 法 人 で あ り 、 か つ 永 続 的 な

法人運営を目指して複数人で構成されていること。  

２  前 項 で 定 め る 基 準 に 対 す る 適 合 の 判 断 は 、 原 則 と し て 申 出

者 か ら の 自 己 申 告 に よ る も の と す る 。 た だ し 、 適 合 の 判 断 に

疑 義 が 生 じ る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な く 、 必 要 に 応 じ て 申 出

者又は関係者に聞き取り等の調査を行う。  

 

（努力義務）  

第 ４ 条  名 簿 登 録 さ れ た 法 人 （ 以 下 「 名 簿 登 録 法 人 」 と い う 。 ）

は、次に定める各号の実施に努めること。  

⑴  死後事務委任契約の締結にあたり、公正証書の作成又は  

契約書に利用者と名簿登録法人の双方が実印を用いて印  

鑑証明書を添付すること。ただし、利用者が希望しな  

い場合は、この限りではない。  

 ⑵  利 用 者 が 死 後 事 務 サ ー ビ ス の 利 用 料 金 を 前 払 金 （ 預 託 金 ）  

として支払う場合、信託銀行又は信託会社を相手とする  

信託契約を利用する等、その保全措置を講じること。  

⑶  国 が 定 め る 「 高 齢 者 等 終 身 サ ポ ー ト 事 業 者 ガ イ ド ラ イ ン 」  

を遵守し、適切な事業運営に努める こと。  

 

（ 登 録 申 出 等 の 手 続 き ）  

第 ５ 条  名 簿 登 録 を 申 し 出 る 者 は 、 次 に 定 め る 各 号 の 書 類 を 松

戸 市 に 提 出 す る こ と 。  

⑴  松 戸 市 死 後 事 務 サ ー ビ ス 支 援 制 度 名 簿 登 録 申 出 書 （ 様 式 １ ）  



 

⑵  松 戸 市 死 後 事 務 サ ー ビ ス 支 援 制 度 （ 名 簿 登 録 法 人 ） 誓 約 書  

（ 様 式 ２ ）  

⑶  松 戸 市 税 （ 納 税 地 が 松 戸 市 外 の 場 合 は 、 当 該 地 の 市 町 村 税 ）  

に滞納がないことを証する書  

⑷  本要領第３条第１項第４号に定める利用料金の上限に関す

る基準を満たすことが分かる 書類（同号に定める死後事務サ

ービスの見積書等）  

２  名簿登録法人は、松戸市に対して本制度の実績を記載した松

戸市死後事務サービス支援制度実績報告書（様式３）を翌年度

の４月末日までに提出すること。  

３  名 簿 登 録 申 出 書 の 情 報 に 変 更 が 生 じ た 場 合 及 び 名 簿 か ら の

削 除 を 希 望 す る 場 合 、 松 戸 市 に 対 し て 速 や か に 、 そ の 旨 を 記

載した 申出書（様式４）を提出すること。  

４  名簿登録法人が次年度も引き続き名簿登録を希望する場合、

本条第１項で定める手続きを要する。ただし、 本条第１項第３

号で定める書類が、直近に提出したものと同一の内容であると

認められる場合、これを省略することができる。  

 

（ 利 用 方 法 ）  

第 ６ 条  本 制 度 の 利 用 者 は 、 利 用 者 自 身 の 判 断 で 名 簿 に 記 載 の

情 報 を 活 用 し 、 死 後 事 務 サ ー ビ ス 提 供 者 を 選 択 の う え 、 直 接

連 絡 す る も の と す る 。  

２  利 用 者 は 松 戸 市 に 対 す る 相 談 ・ 手 続 き を 要 し な い 。  

３  本 制 度 の 利 用 に 係 る 手 数 料 は 無 料 と す る 。 た だ し 、 通 信 料  

な ど 利 用 者 に 発 生 す る 費 用 は 自 己 負 担 と す る 。  

 

（ 名 簿 公 開 ）  

第 ７ 条  松 戸 市 は 、 市 民 が 死 後 事 務 サ ー ビ ス 提 供 者 を 選 ぶ 参 考

と し て 名 簿 を 公 開 す る 。  

２  名 簿 は 名 簿 登 録 法 人 か ら の 申 出 情 報 を 掲 載 す る も の で あ り 、

松 戸 市 が 情 報 の 正 確 性 、 完 全 性 、 最 新 性 な ど を 保 証 す る も の

で は な い 。  

３  名 簿 の 公 開 期 間 は 、 松 戸 市 が 登 録 を 判 断 し た 日 か ら 、 申 出

書 を 提 出 し た 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 ま で と す る 。  

４  松 戸 市 は 、 本 制 度 を 変 更 し た 場 合 や 、 名 簿 登 録 法 人 が 基 準

を 満 た さ な い こ と が 判 明 し た 場 合 等 に お い て 、 前 項 に 定 め る



 

公 開 期 間 内 で あ っ て も 、 名 簿 か ら の 削 除 や 記 載 事 項 の 変 更 等

を行うことができる。  

５  松 戸 市 は 利 用 者 に 対 し て 特 定 の 名 簿 登 録 法 人 及 び 死 後 事 務

サ ー ビ ス 、 保 険 会 社 ・ 商 品 等 の 紹 介 又 は 斡 旋 （ こ れ に 類 す る

行為を含む。）をしてはならない。  

 

（ 留 意 事 項 ）  

第 ８ 条  本 制 度 に お け る 留 意 事 項 は 次に定める各号のと お り と す

る 。  

⑴  利用者及び名簿登録法人等は 、 本 制 度 を 利 用 又 は 登 録 等 す  

る こ と で 、 本 要 領 の 内 容 を 理 解 し 、 同 意 し た も の と み な す 。  

 ⑵  本 制 度 の 利 用 及 び 登 録 等 に あ た り 、 利 用 者 及 び 名 簿 登 録

法 人 等 は 、 各 々 の 責 任 に お い て 判 断 す る も の と す る 。 本

制 度 を 通 じ て 行 わ れ る 、 い か な る 行 動 及 び そ の 結 果 に つ

いて、松 戸 市 及 び そ の 職 員 は 一切の責任を負わない。  

⑶  死 後 事 務 サ ー ビ ス は 、 利 用 者 と 名 簿 登 録 法 人 間 に お け る

死 後 事 務 委 任 契 約 に 基 づ く も の で あ る た め 、 松 戸 市 は

個 々 の 死 後 事 務 委 任 契 約 の 内 容 及 び そ の 履 行 に 関 与 し な

い。  

⑷  本制度の利用等に要する費用は、利用者又は名簿登録法  

人等がそれぞれ負担するものとし、松戸市は、これらに  

対する費用助成等を行わない。  

⑸  名簿登録法人等は 、 本 制 度 を 政 治 活 動 又 は 宗 教 活 動 を 目  

的 と し て 利 用 し て は な ら な い 。  

 

   附  則  

 こ の 運 営 要 領 は 、 令 和 ７ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 令 和 ８ 年 ３ 月 １ 日 一 部 改 正 ）  

１  こ の 運 営 要 領 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 運 営 要 領 に よ る 改 正 後 の 規 定 に 基 づ く 登 録 申 出 等 の

準 備 行 為 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 前 に お い て も 行 う こ と が で

き る 。  
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